
 

エヌシーイー株式会社 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

女性社員が安心して活躍できる職場環境の整備を行い、すべての社員がその能力を十分に発

揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  令和 ８ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 １３ 年 ３ 月 ３１ 日までの５年間 

 

２．目標 

 

 

 

＜取組内容・実施時期＞ 

● 令和 ８ 年４月～ 女性学生の応募を増やすため、学校で開催される企業説明会等 

積極的な広報を行う。 

● 令和 ９ 年４月～ 女性の採用拡大に向けた、インターンシップを実施する。 

● 令和１０年４月～ 非正社員を対象としたキャリアアップに向けた研修会を実施する。 

  ● 令和１１年４月～ 現在の人事評価制度について、男女公平な評価基準になっている 

             か精査し、必要に応じて新たな人事評価制度を検討する。 

● 令和１２年４月～ 新たな人事評価制度を試行し、導入を検討する。 

 

 

 

 

＜取組内容・実施時期＞ 

●令和 ８ 年４月～  各部署で一人当たり目標平均有給休暇日数を設定する。 

●令和 ９ 年４月～  各社員の業務計画に年次有給休暇取得日数を組み入れ、各自で 

1年間の有給休暇の取得計画を立てる。  

●令和１０年４月～  年次有給休暇取得日数の少ない社員情報を各部署長に定期配信 

する。 

●令和１１年４月～ 年度途中に適宜、年次有給休暇取得状況を把握し、取得率の低い 

社員へは取得を促し、確実な取得促進とする。 

●令和１２年４月～ 進捗状況を分析し、目標達成に向けた取組の見直しを行う。  

目標：計画期間の終了日において、総合職社員に占める女性の割合を２０%以上と 

する。 

目標：計画期間の５年間において、年次有給休暇の取得日数を一人あたり平均年間 

８日以上とする。 


